
生駒市自殺対策計画変更箇所（１２月定例会後）

No. ページ 意見 意見への対応

1
3

45

３　計画の数値目標
令和10年に自殺死亡率8.8人以下を目指し、最
終的な目標として自殺者ゼロを目指すとしている
が、生駒市においては１人として自殺者を出さな
いという強い思いのもとで計画を進めていただき
たい。

「計画の数値目標」を「計画の目標」に変更し、目
標を次のとおり変更しました。

➤「自殺者ゼロ」を目標とし、誰も自殺に追い込

まれることのない生駒市の実現を目指します。

2 5 (1)　評価指標
生きることの促進要因への支援の項の「相談窓
口を記載したリーフレットの配布」の数を修正し
ました。【誤記の修正】

3 9 ２　自殺者数及び自殺死亡率の推移 自殺死亡率の注釈を追加しました。

4 9
表１内の自殺死亡率の単位の表記「（%）」を他と
統一していただきたい。

「（人/10万人）」に変更しました。

5 10

4　男女の自殺者の割合
「男女の自殺者の割合については、平成30年か
ら令和4年までの５年間の男女割合は～」の文章
中「男女の自殺者の割合」と「男女割合は」は重
複しているので「男女の自殺者の割合について
は」を消してはどうか。

ご指摘の表現を削除しました。

6 24
２　施策体系
「地域自殺対策政策パッケージ」の「パッケージ」
という言葉が気になる。

表現を修正しました。

7 36

重点施策３　勤務経営問題対策
「規模が小さい事業所では、従業員のメンタルヘ
ルス対策の遅れがあるとの指摘がある」とある
が、これは全ての小規模事業所に当てはまるわけ
でない。

ご指摘の表現を削除しました。

8
37
38

重点施策４　女性の自殺対策
「子育てをしている女性」とあるが、あえて男性を
外す理由はないと思う。女性に限定しているよう
な書き方が気になる。

「子育てをする女性」を「子育てをしている人」に
変更しました。

9
40
41

重点施策５　こども・若者の自殺対策
国の大綱では、児童・生徒の自殺対策として「精
神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心
の健康の保持に係る教育を更に推進する」との記
載があるが、本計画で若年の精神疾患への対応
について読み取れる部分がほとんどないように思
う。

・P40の重点施策５の説明に「心身の不調」を追
加しました。
・P41（4） こども・若者への支援の充実に「心身
の不調」と「これらの問題への対処法や教育機会
の確保を含め」を追加しました。

資料２


